
ＫＣＮテレビスティック利用規約 

第１章 総則 

第１条（規約の適用） 

近鉄ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社の定めるＫＣＮテレビスティック

利用規約（以下「本規約」といいます。）により、ＫＣＮテレビスティックサービス（以下「本サービス」と

いいます。）を提供します。 

 

第２条（規約の変更） 

当社は、本規約を変更することができるものとします。 

２．当社は、前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の１ヵ月前までに、本規約を変更す

る旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法に

より告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

３．変更後の本規約の効力発生日以降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、本規約の変更に

同意したものとみなします。 

 

第３条（用語の定義） 

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

ＫＣＮテレビスティック

サービス 

本規約に基づき提供される当社サービスであって、加入者が利用するインターネッ

ト回線およびＫＣＮテレビスティック端末機器を使用して、当社が提供する映像そ

の他のコンテンツを視聴できる映像配信サービス。 

ＫＣＮテレビスティック

端末機器 

当社が貸与する、本サービスの利用に必要な専用機器であり、テレビ等のＨＤＭＩ

入力端子に接続して使用する機器（リモコン等その他付属品を含みます。）（以下「Ｋ

ＣＮテレビスティック」といいます。） 

申込者 本サービスの加入申込みをする個人または法人 

加入者 当社と本サービスの加入契約を締結した個人または法人 

コンテンツ 
本サービスを通じて提供される映像、音声、文字、画像、プログラムその他一切の

情報 

マイページＩＤ 
請求料金確認や契約内容変更等がＷＥＢ上で行えるマイページサービスを利用す

る際に加入者ごとに提供される識別コード 

ＯＴＴサービス 

本サービスとは別に、インターネット回線を通じて映像・音声・情報等のコンテン

ツを配信するサービス（Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ａｍａｚｏｎ Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ

等） 

同時配信サービス 
コンテンツをテレビ、インターネットなど複数のメディアやプラットフォームで、

同時に配信・放送するサービス 

利用料金 別に定める料金表に記載する、本サービスの月額利用料 



料金等 別に定める料金表に記載する、本サービスの月額利用料、手数料などの料金 

コンテンツ配信事業者 本サービスにおいて、コンテンツをインターネット回線経由で配信する事業者 

通信回線事業者等 

当社を含むインターネット接続サービスを提供する事業者であり、加入者が本サー

ビスの利用にあたって契約する通信回線の提供元およびインターネットサービス

プロバイダー 

当社グループ 
株式会社ＫＣＮ京都、こまどりケーブル株式会社、株式会社テレビ岸和田、株式会

社ＫＣＮなんたん 

 

第４条（ＫＣＮテレビスティックのインターネット接続） 

ＫＣＮテレビスティックを利用するために必要なインターネット回線は、通信回線事業者等と別途契約が必

要です。なお、インターネット回線は、加入者自身で用意するものとします。 

２．加入者は、前項に定めるインターネット回線を通じて、コンテンツ配信事業者が提供するコンテンツをＫＣＮ

テレビスティックで視聴することができます。 

 

第５条（サービスの種類） 

本サービスにより提供するサービスの種類および料金等は、別に定める料金表に記載のとおりとします。 

２．当社は、本サービスの内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定

める方法により告知します。 

 

第６条（提供区域） 

当社は、日本国内において本サービスを提供します。 

２．加入者は、提供区域外で本サービスを利用することはできません。提供区域外で生じた不具合、損害等につい

て、当社は一切の責任を負いません。 

３．当社は、提供区域を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法

により告知します。 

 

第２章 加入契約および利用場所 

第７条（加入契約の単位と有効期間） 

加入契約の締結は、ＫＣＮテレビスティック１端末ごとに１の契約を締結します。 

２．本サービスの最低利用期間は、課金開始月（加入した翌月）以降の１２ヵ月間とします。 

３．最低利用期間満了前までに加入者からの解約の申し出がない場合には、以後１ヵ月ごとに契約期間を自動で更

新するものとします。 

 

第８条（加入契約の申込み） 

申込者は、本規約を承諾のうえ、当社所定の申込様式に次の事項を記載して当社に提出します。 

（１）申込者の住所または所在地、氏名または商号および代表者名、ならびに電話番号 



（２）その他、必要事項 

２．本サービスへの加入は、満１８歳以上の個人または法人に限ります。 

 

第９条（申込みの承諾） 

当社は、本サービスの利用申込みがあったときは、受け付けた順に従ってこれを審査し、承諾するものとしま

す。 

２．当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申

込みを承諾しない場合があります。 

（１）申込者が本規約に違反するおそれがある場合 

（２）申込者または申込者と生計を同一にする者が、過去に当社（および当社グループ企業を含みます。以下    

本項において同じ。）の提供するサービスにおいて、滞納等により強制解約となっていた場合 

（３）申込者または申込者と生計を同一にする者が、当社の提供するサービスにおいて、滞納中または利用停 

止中である場合 

（４）申込者または申込者と生計を同一にする者が、過去に当社の提供するサービスにおいて、当社の定める 

禁止事項に抵触したことがある場合 

（５）申込内容に虚偽の記載があった場合 

（６）設備の設置、保守またはサービスの提供が技術上著しく困難である場合 

（７）申込者が使用する所有機器が、本サービスの提供に適さないと当社が判断した場合 

（８）申込者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味 

します。以下同じ。）に属する者、または反社会的勢力等に属する者に相当する者であると当社が判断 

した場合 

（９）その他、当社の業務遂行上支障がある場合 

３．当社は、加入契約の成立後当社の定める方法により、その契約内容を通知します。 

 

第１０条（加入契約の成立と利用開始日） 

加入契約は、本サービスの利用申込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立します。 

２．本サービスの利用開始日は、当社がＫＣＮテレビスティックを発送する日とします。ただし、当社が別に利用

開始日を指定した場合は、当該指定日を利用開始日とします。 

 

第１１条（契約事項の変更） 

加入者は、当社に届け出た住所、電話番号、料金支払い方法などの変更がある場合には、当社所定の書類に必

要事項を記入して、事前に当社に提出します。 

２．当社は、前項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法に

よりその旨を通知します。 

３．第１項の規定による変更については、提出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契約変更日とし

ます。 



４．当社が特に認める場合に限り、加入者は本条に規定する書類の提出に代え、当社が定める方法により当該変更

の請求を行うことができます。 

 

第１２条（名義変更） 

加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、次のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める

場合はこの限りではありません。 

（１）個人加入者が死亡し、当該加入者の相続人の名義に変更する場合 

（２）法人加入者が合併または組織変更により商号を変更する場合 

（３）２親等以内の家族の名義に変更する場合 

（４）当社が特に認めた場合 

２．前項の場合、新加入者は当社所定の書類に必要事項を記入し、これを証明する書類を添えて、名義変更希望日

の１４日前までに当社に提出します。 

３．個人加入者が改姓・改名した場合においても前項の書類の提出を必要とします。 

４．第１項の場合において、新加入者は旧加入者の権利と義務を引き継ぎ、旧加入者と新加入者との間で紛争が生

じても当事者間で解決し、当社には一切の迷惑をかけないものとします。 

 

第１３条（権利譲渡等の禁止） 

加入者は、第１２条（名義変更）による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ

または貸与することはできません。 

 

第３章 本サービス提供の停止等 

第１４条（当社が行う本サービス提供の停止） 

当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止する

ことがあります。 

（１）第２１条（加入者の支払義務）に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠っ 

た場合、または怠るおそれがある場合 

（２）第８条（加入契約の申込み）の規定により届け出た内容が虚偽であることが判明した場合 

（３）第１９条（ＩＤおよびパスワードの管理）第２項および第３０条（禁止事項）の規定に違反した場合 

（４）第１９条（ＩＤおよびパスワードの管理）第３項の規定による場合 

（５）その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合 

２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対し、その理由および停止期間

を、当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

第１５条（当社が行う本サービス提供の休止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を休止することがあ

ります。 



（１）コンテンツ配信事業者、通信回線事業者等の都合により、本サービスの提供が困難または不可能になっ

た場合 

（２）天災地変、その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合 

２．当社は、前項の規定により当社の判断によって本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その

理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。た

だし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

第４章 加入契約の解約および解除 

第１６条（加入者が行う加入契約の解約） 

加入者は、毎月末日付にて、加入契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の方法

により、解約希望日の１４日前までに当社に申告するものとします。 

２．前項に規定する解約請求の受付は、当該加入者より解約の申告を受けたときに成立します。ただし、解約日に

おいては当社が当該請求を受理した日の属する月の末日を原則として、本サービスの利用終了日および解約

日として取り扱います。 

３．前項において加入者の通信環境、回線状況、機器故障その他の事由により請求が遅延した場合であっても、当

社はその責任を負いません。ただし、当社のシステム障害等、当社に起因する理由により請求が困難であった

場合は、加入者との協議により別途対応するものとします。 

４．当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続について簡略化することがあります。 

５．第７条（加入契約の単位と有効期間）第２項に定める最低利用期間内に解約する場合、加入者は契約解除料と

して残余期間分の月額利用料を一括して支払うものとします。 

 

第１７条（当社が行う加入契約の解除） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加入契約を解除することができるものとします。 

（１）第１４条（当社が行う本サービス提供の停止）第１項の規定により本サービスの利用を停止された加入

者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合 

（２）加入契約の成立後、第９条（申込みの承諾）第２項各号に定める事由が判明した場合 

（３）第３０条（禁止事項）に違反したことが判明し、当社が重大な契約違反と判断した場合 

（４）その他、当社の提供設備または業務遂行に重大な支障を及ぼす事由があると当社が判断した場合 

２．当社は、加入者が第１４条（当社が行う本サービス提供の停止）第１項に該当する場合、ならびに加入者が本

規約に違反する行為があったと認められる場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼす

と認められるときは、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなく加入契約を解除できるものとし

ます。 

３．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、第１４条（当社が行う本サービス提供の停止）に定める本サー

ビスの提供の停止をすることなく加入契約を解除できるものとします。 

（１）加入者が不当または過度な要求行為を行い、その行為が当社の業務遂行上支障を及ぼすと当社が判断 

した場合 



（２）加入者が反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何 

らかの交流もしくは関与をする行為を行った場合 

４．当社は、第１項から第３項の規定により加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により当該加入

者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

５．当社は、第１項から第３項の規定により加入契約が解除されたときは、加入契約が解除された日を本サービス

の利用終了日と定めます。 

 

第１８条（加入契約の解約および解除後の加入者の債務および義務） 

第１６条（加入者が行う加入契約の解約）および第１７条（当社が行う加入契約の解除）の規定により加入契

約が解約または解除された後でも、解約または解除前に生じた加入者の債務および負うべき義務は失効しな

いものとします。 

 

第５章 ＩＤおよびパスワード 

第１９条（ＩＤおよびパスワードの管理） 

当社は、加入者に対しマイページＩＤを付与します。当該加入者は、当該マイページＩＤに係るパスワードを

自ら任意で設定、変更するものとします。 

２．加入者は、マイページＩＤおよびパスワードの管理、使用においてすべての責任を持つものとします。 

３．加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報

告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該ＩＤによる本サービスの提供を停止

します。ただし、他者の不正使用により当該加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとしま

す。 

４．加入者が第１６条（加入者が行う加入契約の解約）の規定により加入契約を解約する場合、もしくは第１７条

（当社が行う加入契約の解除）の規定により、加入契約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該

加入者はマイページＩＤおよびパスワードを利用する権利を失います。ただし、当社の定める一定期間に限

り利用を認めるものとします。 

 

第６章 料金等 

第２０条（料金等） 

料金等は、別に定める料金表に記載のとおりとします。加入者は料金表に従って、月額利用料、手数料などを

当社に支払うものとします。なお、加入者は、当社が料金等の収納業務を収納代行会社に委託する場合がある

ことを承諾するものとします。 

２．当社は、料金表を改定することがあります。この場合、当社は事前に当社ホームページ上での掲載等、当社の

定める方法によりその旨を告知します。 

３．前項の場合、改定日より改定後の料金等を適用しますが、利用料金については改定日が月初日以外の場合は改

定日の属する月の翌月分から改定後の利用料金を適用します。 

４．一部の有料コンテンツ（ＯＴＴサービスを含みます。）の利用にあたっては、当該コンテンツ配信事業者との



契約が別途必要となる場合があります。その場合の料金および利用条件は、当該コンテンツ配信事業者の定

めに従うものとします。ただし、当社が別に定める利用規約がある場合は、当該利用規約の定めに従うものと

します。 

 

第２１条（加入者の支払義務） 

加入者は、その契約内容に応じ、第２０条（料金等）で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。 

２．料金等のうち、利用料金の支払いは、利用開始日の属する月の翌月から加入契約の解約、解除または廃止があ

った日の属する月までの期間（提供を開始した月と解約、解除または廃止があった月が同一の月である場合

は１ヵ月とします。）とします。 

３．料金等のうち、手数料等の支払義務は、当社がＫＣＮテレビスティックを発送した日に発生します。 

４．第１４条（当社が行う本サービス提供の停止）の規定により、本サービスの提供が行われなかった場合におけ

る当該期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとし、利用料金の支払いについては第２項に

準じて取り扱います。 

５．第１５条（当社が行う本サービス提供の休止）の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当

該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。 

６．前各項の定めにかかわらず、加入者の責めによらない事由により、コンテンツのすべてが停止するなど、本サ

ービスをまったく利用できない状態が生じ、かつ当社がこのことを認知した日から起算して、月のうち連続

１０日以上その状態が継続したときは、対象となる加入者に対し、当該月の利用料金の支払義務を免ずるも

のとします。 

 

第２２条（料金等の利用明細等） 

当社は、加入者に対して領収書の発行は行わないものとします。 

２．加入者は、領収書および利用明細等をマイページで確認することができます。 

３．加入者は、ご利用料金お知らせハガキ等の書面発行を希望する場合は、別に定める料金表に記載の発行手数料

を支払います。 

 

第２３条（料金等の請求時期および支払期限等） 

当社は、加入契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請求します。 

２．前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により支

払います。 

３．加入者は、第１項の料金等について、当社の承諾を得たうえで、前項の規定に基づき、第三者に支払わせるこ

とができます。 

４．当社は、第２項の規定による支払いが確認できない場合、当該加入者に対し、請求書を発行して当該料金等を

請求します。この場合、当社は別に定める料金表に記載の請求書等発行手数料を別途請求します。 

 

第２４条（加入契約終了に伴う利用料金の精算方法） 



第１６条（加入者が行う加入契約の解約）、第１７条（当社が行う加入契約の解除）および第３４条（本サー

ビスの廃止）の規定により、月の途中で加入契約が解約、解除または本サービスが廃止されたときは、利用料

金は利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算は行いません。 

 

第２５条（遅延損害金および督促通知手数料） 

加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率１４．５％の遅延損害金を当社に支払うも

のとします。 

２．当社は、加入者が料金等その他の債務（遅延損害金を除きます。）について、支払期日を経過しても支払いが

ない場合、当社または料金回収会社が請求書の発行等により督促通知（料金等その他の債務の支払いを求め

る行為をいいます。）を行います。なお、請求書による支払いについては、第２３条（料金等の請求時期およ

び支払期限等）第４項の規定に準じます。い、別に定める料金表に記載の督促手数料を別途請求いたします。 

 

第７章 機器の利用、不具合対応 

第２６条（ＫＣＮテレビスティックの貸与および返還） 

当社は、加入者に対しＫＣＮテレビスティックを貸与します。加入者は所有する機器にＫＣＮテレビスティ

ックを接続して本サービスを利用するものとします。 

２．利用場所の変更に伴い、機器の接続や設定変更等が必要となる場合には、原則として加入者自身がこれを行う

ものとします。 

３．ＫＣＮテレビスティックの故障が生じた場合、当社は無償にて必要な措置を講じます。ただし、加入者がＫＣ

Ｎテレビスティックを不適切な設置や本来の用法に従って使用していなかった場合、インターネット回線も

しくは所有機器の不具合、周辺環境の維持を怠った場合はこの限りではありません。 

４．原則、ＫＣＮテレビスティックの交換は行いません。ただし、加入者がＫＣＮテレビスティックの交換を請求

し、当社が認めた場合を除きます。 

５．第１項の規定により、当社よりＫＣＮテレビスティックの貸与を受ける加入者は、解約に際して、ＫＣＮテレ

ビスティックを当社に返還するものとします。なお、当該加入者が故意または過失によりＫＣＮテレビステ

ィックを破損もしくは紛失し、または返還しない場合、当該加入者は、別に定める機器損害金を当社に支払う

ものとします。 

６．加入者は、当社が貸与するＫＣＮテレビスティック以外の機器を使用して本サービスを利用することはできま

せん。 

 

第２７条（紛失および盗難） 

加入者は、当社より貸与されたＫＣＮテレビスティックが紛失または盗難に遭った場合、速やかに当社に報

告する義務があります。 

２．ＫＣＮテレビスティックの紛失または盗難については加入者の責任となり、前項の報告があった場合、当社は

加入者に対し当該ＫＣＮテレビスティックに対する機器損害金を請求します。なお、当社は新たにＫＣＮテ

レビスティックを貸与します。 



 

第２８条（サービスのバージョンアップおよびメンテナンス） 

当社は、サービスの安定性、機能改善、バグ修正、セキュリティ強化のため、ＫＣＮテレビスティックのソフ

トウェアやファームウェアのバージョンアップ作業を実施することがあります。 

２．加入者は前項の作業の実施に同意するものとします。 

３．当社は、メンテナンスを実施するときは、可能な限り事前に影響範囲や実施期間を当社ホームページ上での掲

載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。  

４．Ａｎｄｒｏｉｄ ＴＶ ＯＳや各アプリのアップデートは、当社の提供するサービスの範囲外であり、当社は

これらのアップデートについて責任を負いません。また、Ａｎｄｒｏｉｄ ＴＶ ＯＳには自動アップデー

ト機能が含まれており、加入者が手動でアップデートを行わなくても、システムが自動でアップデートを行

うことがあります。これに関連する問題についても、当社は責任を負いません。また、加入者は必要に応じて

自らアップデートを管理するものとします。 

 

第８章 雑則 

第２９条（個人情報） 

当社は、本サービスの提供にあたり取得した個人情報について、当社が定める「個人情報の取り扱いについ

て」に基づいて適正に取り扱います。 

 

第３０条（禁止事項） 

加入者が以下に該当する行為を行うことを禁止します。 

（１）加入者が、個人的に、または家庭内等に準ずる限られた範囲内において使用する場合を除き、当社の承 

諾を得ることなく本サービスを第三者に対して提供（上映、複製、その他著作権を侵害する行為を含み 

ます。）すること 

（２）当社が貸与するＫＣＮテレビスティックやその他付属品を分解もしくは改造、改ざんすること 

（３）本サービスの提供を不正に受ける、または当社の運営に対して害を与えること 

（４）当社の正当な承諾を得ることなく、ＫＣＮテレビスティックの譲渡、転売、貸与を行うこと 

 

第３１条（損害賠償の免責および特約事項） 

当社が、第１４条（当社が行う本サービス提供の停止）、第１５条（当社が行う本サービス提供の休止）、 

第３４条（本サービスの廃止）の規定により、本サービスの提供を停止、休止、廃止したことによって、当該

加入者が被った損害につき、当社は一切責任を負いません。 

２．第１２条（名義変更）の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社は一切

責任を負いません。 

３．加入者が、本サービスの利用により他者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決す

るものとし、当社は一切責任を負いません。 

４．マイページＩＤおよびパスワードの管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、当社は一切責



任を負いません。 

５．加入者が、第１９条（ＩＤおよびパスワードの管理）第２項、第３０条（禁止事項）に違反する行為、その他

の過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償の

請求を行うことができます。 

６．加入者が、本規約に違反し、または、本サービスの利用に伴う故意もしくは過失により、当社または第三者に

対して損害を与えた場合、当該加入者は、自己の責任と費用をもって一切の損害を賠償するものとします。 

７．当社は、視聴状態の確認や不具合の確認を行うために、加入者が使用するＫＣＮテレビスティックと電気信号

による通信を行うことができるものとします。 

８．当社は、加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができます。 

９．当社は、ＫＣＮテレビスティックに関連するデータの消失や機器の故障により、データが正常に再生できなか

った場合、または保存されたデータが消失した場合について、一切責任を負いません。 

１０．当社は、加入者が所有する機器の不具合やインターネット回線の問題によりサービスの提供が一時的にでき

ない場合について、一切責任を負いません。 

１１．同時配信サービスを提供するにあたり、通信回線等の技術的な制約により、放送と視聴にタイムラグ（遅延）

が発生する場合があります。当社は、加入者がタイムラグによって生じた視聴の遅延や不利益について、一切

責任を負いません。 

 

第３２条（責任の制限） 

当社は、本サービスの提供により加入者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービス

に係る料金を上限として、加入者に対し損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意ま

たは重過失による場合は、当該上限は適用せず当社は法令に従い損害賠償責任を負うものとします。また、当

社は、次の各号に該当する損害について、いかなる場合においても一切の責任を負わないものとします。 

（１）当社の説明に基づいて加入者が実施した作業、および本サービスの実施に伴い生じる加入者の損害 

（２）第１４条（当社が行う本サービス提供の停止）、第１５条（当社が行う本サービス提供の休止）、および 

第３４条（本サービスの廃止）の規定により生じた損害 

（３）本サービスの実施に伴い、ＫＣＮテレビスティックに保存されているデータの消失、毀損、改変、破損 

等の損害 

（４）天災、事変、原因不明のネットワーク障害、その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を 

問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および間接損害などのあらゆる損害 

（５）本サービスに係る作業を完了できなかったことにより生じた損害 

（６）他者による不正アクセスにより加入者に生じた損害 

 

第３３条（許諾事項） 

加入者は、本サービスの提供にあたり、当社が加入者の利用環境（設定環境など）、作業（操作状況、挙動な

ど）についての情報を取得し、加入者の課題解決のために利用・記録（電子媒体を含む）することを許諾する

ものとします。 



 

第３４条（本サービスの廃止） 

当社は、業務上の都合により本サービスの全部または一部を廃止することができます。この場合、本サービス

を廃止する日をもって加入契約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定めます。 

２．当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の３ヵ月前までに、当社ホームページ上での

掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。ただし、当社の責めによらない事由により本サービス

の全部または一部を廃止する場合はこの限りではありません。 

 

第３５条（関連法令の遵守） 

当社は、本規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講じます。 

 

第３６条（準拠法・合意管轄） 

本規約は日本国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については、奈良地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第３７条（分離可能性） 

本規約いずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断さ

れた場合の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

 

第３８条（定めなき事項） 

本規約に定めなき事項が生じた場合、当社および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ、

解決に当たるものとします。 

 

付則 

本規約は２０２６５年１７月１日より施行します。 

 

⚫ ＨＤＭＩ®はＨＤＭＩ Ｌｉｃｅｎｓｉｎｇ ＬＬＣの商標または登録商標です。 
⚫ ＡｎｄｒｏｉｄＴＶはＧｏｏｇｌｅＬＬＣの商標です。 
⚫ ＡｍａｚｏｎＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏはＡｍａｚｏｎ．ｃｏｍ，Ｉｎｃ．またはその関連会社の登録商標です。 
⚫ Ｎｅｔｆｌｉｘは、Ｎｅｔｆｌｉｘ，Ｉｎｃ．の登録商標です。 
⚫ その他、本書に記載されている会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。 
⚫ ®マークおよび・表記については本文中に明記しません。 

  



【ＫＣＮテレビスティックサービス料金表】 

※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込みです。 

（表１）月額利用料および各種手数料 

 

（月額利用料） 

種別 月額利用料 備考 

ＫＣＮテレビスティックサービス ７７０円  

 

 

（各種手数料） 

項目 金額 備考 

申込事務手数料 ３，３００円  

請求書等発行手数料督促手数料 ４４０１１０円 １通につき１回の督促につき 

お知らせハガキ発行手数料 ８８円 １通につき 

各種書面発行手数料  ２２０円 １通につき 

適格請求書送付料  １１０円 １通につき 

 

（表２）機器損害金 

項目 金額 備考 

ＫＣＮテレビスティック端末機器 ４，０００円（不課税） １端末につき 

 


